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この資料を利用して、印刷物を刊行した場合は、１部を送付してくだ

さるようお願いします。 

＜この資料についての問い合わせ先＞ 

岩手県ふるさと振興部調査統計課 

経済統計担当 電話 019-629-5316（直通） 

FAX  019-629-5309 

〒020-8570 岩手県盛岡市内丸 10-１ 

本書に掲載されている内容はホームページにも掲載されています。 

＜いわての統計情報～イーハトーブ・データ館＞ 

https://www3.pref.iwate.jp/webdb/view/outside/s14Tokei/top.html 
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利用者のために 

 

１ 利用上の注意 

(１) 本資料は、総務省・経済産業省「2022年経済構造実態調査製造業事業所調査」（以下「令和４

年製造業事業所調査」という。）の調査結果のうち、以下の全てに該当する製造事業所（以下「事

業所」という。）について、岩手県が独自に集計したものである。 

・個人経営を除く事業所であること 

・管理、補助的経済活動のみを行う事業所ではないこと 

・製造品目別に出荷額が得られた事業所であること 

 

(２) 令和４年製造業事業所調査では、事業所について、日本標準産業分類（平成25年10月改定）に

おける大分類、中分類、小分類又は細分類ごとに売上高（製造品出荷額等）を上位から累積し、

当該分類に係る売上高（製造品出荷額等）総額の９割を達成する範囲に含まれる事業所を調査対

象とし、その報告を基に全体を推計した上で結果表として集計がなされた。 

 

(３) 令和４年製造業事業所調査においては、工業統計調査（以下「工業統計」という。）や経済セ

ンサス‐活動調査（以下「活動調査」という。）の製造業についての調査結果とは、調査対象の

選定方法や集計範囲等が異なることから、単純に比較ができない。 

   集計結果の時系列比較を行う際は、十分に留意が必要である。 

 

(４) 調査結果のうち、事業所数、産出事業所数、従業者数については、令和４年６月１日現在の数

値、製造品出荷額等、品目別出荷金額、付加価値額については、令和３年１年間の数値である。  

 

(５) 製造品出荷額等の経理事項については、原則消費税込みで把握しているが、一部の消費税抜き

の回答については、「統計調査における売上高等の集計に係る消費税の取扱いに関するガイドラ

イン（平成27年５月19日 各府省統計主管課長等会議申合せ）」に基づき、消費税込みに補正した

上で結果表として集計した。 

＜ガイドライン＞ 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000777097.pdf 

 

(６) 各項目の金額は、単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。

なお、比率は、小数点以下第２位で四捨五入した。 

統計表中、「-」は該当数値なし、「0.0」は四捨五入による単位未満であることを示している。 

「Ｘ」は、集計対象となる事業所が１又は２であるため、集計結果をそのまま公表すると個々

の報告者の秘密が漏れるおそれがある場合に該当数値を秘匿した箇所である。また、集計対象が

３以上の事業所に関する数値であっても、集計対象が１又は２の事業所の数値が合計との差引き

で判明する箇所は、併せて「Ｘ」とした。 

 

(７) 集計に用いた産業分類については、以下の点に留意されたい。 

ア 集計に用いた産業分類は、原則として日本標準産業分類に準拠している。本資料における例

外については以下のとおり。 

本資料 日本標準産業分類 

1421 洋紙・機械すき和紙製造業 1421 洋紙製造業  

1423 機械すき和紙製造業 
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イ 事業所の産業の決定方法は、次のとおりである。 

(ア) 一般的な方法 

① 製造品が単品のみの事業所については、品目６桁番号の上４桁で産業細分類を決定す

る。 

② 製造品が複数の品目にわたる事業所の場合は、まず、上２桁の番号（中分類）を同じ

くする品目の製造品出荷額等をそれぞれ合計し、その額の最も大きいもので２桁番号を

決定する。次に、その決定された２桁の番号のうち、前記と同様な方法で３桁番号（小

分類）、さらに４桁番号（細分類）を決定し、最終的な産業格付とする。 

(イ) 特殊な方法  

上記の方法以外に、原材料、作業工程、機械設備等により、産業を決定しているものが

ある。具体的には、「中分類 22 鉄鋼業」に属する「高炉による製鉄業」、「製鋼・製鋼圧延

業」、「熱間圧延業（鋼管，伸鉄を除く）」、「冷間圧延業（鋼管，伸鉄を除く）」、「冷間ロー

ル成型形鋼製造業」、「鋼管製造業」、「伸鉄業」、「磨棒鋼製造業」、「引抜鋼管製造業」、「伸

線業」及び「その他の製鋼を行わない鋼材製造業（表面処理鋼材を除く）」の11産業である。 

   ウ 「中分類18 プラスチック製品製造業（別掲を除く）」の別掲については、次のとおりであ

る。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(８) 従業上の地位のうち雇用者の内訳について、「統計調査における労働者の区分等に関するガイ

ドライン（平成27年５月19日 各府省統計主管課長等会議申合せ）」に基づき、「正社員、正職

員」、「正社員、正職員以外」から「無期雇用者」、「有期雇用者（１か月以上）」の区分に変

更を行った。 

＜ガイドライン＞ 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000777099.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

製造品名 分類 製造品名 分類
家具・装備品 13 がん具・運動用具 325
プラスチック製版 1521 ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務

用品
326

写真フィルム（乾板を含む） 1695 漆器 3271
手袋（合成皮革） 2051 畳 3282
耐火物 215 うちわ・扇子・ちょうちん 3283
と石 2179 ほうき・ブラシ 3284
人造真珠 2199 喫煙用具（貴金属・宝石製を除く） 3285
歯車 2531 洋傘・和傘・同部分品 3289
目盛りのついた三角定規 2739 魔法瓶 3289
注射筒 2741 看板・標識機 3292
義歯 2744 パレット 3293
装身具・装飾品・ボタン・同関連品
（貴金属・宝石製を除く）

322 モデル・模型 3294

かつら 3229 工業用模型 3295
時計側 3231 レコード 3296
楽器 324 眼鏡 3297
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(９) 製造業事業所調査、活動調査及び工業統計はそれぞれ調査対象の選定方法や集計範囲等が異な

り、単純比較できないことから以下の点に留意されたい。 

ア 製造業事業所調査は、個人経営を除く事業所について、上記(２)のとおり、推計値を含みな

がら集計している。 

  令和３年活動調査のうち、製造業に関する集計においては、個人経営を除く全ての事業所を

調査対象として集計している。 

  平成28年活動調査のうち、同集計においては、全ての事業所を調査し、事業所数、従業者数

については、調査対象のうち、個人経営を含んだ集計結果であるのに対し、製造品出荷額等、

付加価値額は、個人経営を含まない集計結果となっている。 

  工業統計は、国に属する事業所以外の従業者４人以上の全ての事業所を調査対象として集計

している。 

イ 令和４年製造業事業所調査における「在庫額」については、「統計調査における売上高等の

集計に係る消費税の取扱いに関するガイドライン」に従って税込み補正処理の対象外になって

おり、活動調査と同様の扱いとしている。一方、工業統計では、連続性の観点から、「在庫額」

について従前より他の記入項目同様に税込み補正処理をしている。 

 なお、従来の調査結果は、調査時点の消費税率であり、現行の税率（10％）と異なる。 

ウ 本資料において、二重下線の年次の数値は活動調査の数値、下線の年次の数値は工業統計の

数値、その他の年次の数値は製造業事業所調査の数値である。 

  調査結果のうち、事業所数、従業者数については、令和４年製造業事業所調査、令和３年及

び平成28年活動調査並びに平成29年以降の工業統計は、表示年次における６月１日現在の数値

であり、平成24年～26年工業統計は表示年次の12月31日現在の数値である。 

  また、製造品出荷額等、付加価値額については、表示年次における１年間の数値である。 

  各年次に実施した統計調査名と、それぞれの調査時点及び調査期間は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査時点 表示 調査期間 表示

平成24年（2012年）工業統計 平成24年12月31日現在 平成24年 平成24年１月～12月 平成24年

平成25年（2013年）工業統計 平成25年12月31日現在 平成25年 平成25年１月～12月 平成25年

平成26年（2014年）工業統計 平成26年12月31日現在 平成26年 平成26年１月～12月 平成26年

平成28年（2016年）活動調査 平成28年６月１日現在 平成28年 平成27年１月～12月 平成27年

平成29年（2017年）工業統計 平成29年６月１日現在 平成29年 平成28年１月～12月 平成28年

平成30年（2018年）工業統計 平成30年６月１日現在 平成30年 平成29年１月～12月 平成29年

令和元年（2019年）工業統計 令和元年６月１日現在 令和元年 平成30年１月～12月 平成30年

令和２年（2020年）工業統計 令和２年６月１日現在 令和２年 令和元年１月～12月 令和元年

令和３年（2021年）活動調査 令和３年６月１日現在 令和３年 令和２年１月～12月 令和２年

令和４年（2022年）製造業事業所調査 令和４年６月１日現在 令和４年 令和３年１月～12月 令和３年

統計調査名

経理外項目
（事業所数、従業者数）

経理項目
（製造品出荷額等、付加価値額）
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(10) 表、グラフで用いる産業分類の略称は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 広域振興圏を構成する市町村は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

  

番号 番号 略称

09 21 窯　業

10 22 鉄　鋼

11 23 非　鉄

12 24 金　属

13 25 はん用

14 26 生産用

15 27 業務用

16 28 電　子

17 29 電　気

18 30 情　報

19 31 輸　送

20 32 そ の 他

電子部品・デバイス・電子回路製造業

電気機械器具製造業

情報通信機械器具製造業

輸送用機械器具製造業

その他の製造業

名称

窯業・土石製品製造業

鉄鋼業

非鉄金属製造業

金属製品製造業

はん用機械器具製造業

生産用機械器具製造業

業務用機械器具製造業

なめし革・同製品・毛皮製造業 皮　革

プラスチック製品製造業（別掲を除く） プラスチック

ゴム製品製造業 ゴ  ム

化学工業 化  学

石油製品・石炭製品製造業 石  油

パルプ・紙・紙加工品製造業 パルプ・紙

印刷・同関連業 印　刷

木材・木製品製造業（家具を除く） 木  材

家具・装備品製造業 家  具

飲料・たばこ・飼料製造業 飲料・飼料

繊維工業 繊  維

名称 略称

食料品製造業 食 料 品

県　北 久慈市、二戸市、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町

県　央 盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町

県　南 花巻市、北上市、遠野市、一関市、奥州市、西和賀町、金ケ崎町、平泉町

沿　岸 宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村

広域振興圏 市   町   村   名
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２ 用語の解説 

(１) 事業所 

事業所とは、経済活動が行われている場所ごとの単位で、原則として次の要件を備えているも

のをいう。 

ア 一定の場所（１区画）を占めて、単一の経営主体のもとで経済活動が行われていること。 

イ 従業者と設備を有して、物の生産や販売、サービスの提供が継続的に行われていること。 

 

(２) 従業者 

 令和４年６月１日現在で、当該事業所で働いている人をいう。したがって、他の会社などの別

経営の事業所から出向又は派遣されている人（受入者）は従業者に含まれる。一方、他の会社な

どの別経営の事業所へ出向又は派遣している人（送出者）、有期雇用者（１か月未満、日々雇用） 

は含まない。 

ア 常用労働者 

 「有給役員」、「無期雇用者」、「有期雇用者（１か月以上）」及び「出向・派遣受入者」

に分けられる。 

イ 有給役員 

 事業所の取締役、理事などで（常勤、非常勤は問わない。）、役員報酬を得ている人をいう。 

他の事業所の役員を兼ねている場合であっても、この事業所が役員報酬を支給している場合

は、この事業所の有給役員に該当する。 

ウ 常用雇用者 

 期間を定めずに、又は１か月以上の期間を定めて雇用されている人をいう。臨時社員などと

呼ばれている人でも、この定義に当てはまる場合は常用雇用者に含める。 

エ 無期雇用者 

 常用雇用者のうち、雇用契約期間を定めずに雇用されている人（定年まで雇用される場合を

含む。）をいう。 

オ 有期雇用者（１か月以上） 

 常用雇用者のうち、１か月以上の期間を定めて雇用されている人をいう。 

カ 臨時雇用者（有期雇用者（１か月未満、日々雇用）） 

 有期雇用者のうち、１か月未満の期間を定めて雇用されている人又は日々雇用されている人

をいう。 

キ 送出者 

 有給役員、常用雇用者、臨時雇用者に該当する人のうち、労働者派遣事業の適正な運営の確

保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60年法律第88号）（以下「労働者派遣法」とい

う。）でいう派遣労働者のほかに、在籍出向など当該事業所に籍を置いたまま、他の会社など

別経営の事業所で働いている人をいう。 

ク 出向・派遣受入者 

 労働者派遣法でいう派遣労働者、在籍出向など別経営である出向元に籍がありながら当該事

業所に来て働いている人をいう。 

  

(３) 事業に従事する者の人件費及び派遣受入者に係る人材派遣会社への支払額 

 令和３年１月から令和３年12月までの１年間に支払われた「常用雇用者及び有給役員に対する

基本給、諸手当と特別に支払われた給与（期末賞与等）の額」及び「常用雇用者及び有給役員に

対する退職金又は解雇予告手当、出向・派遣受入者に係る支払額、臨時雇用者に対する給与、送

出者に対する負担額など」の合計をいう。 
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(４) 原材料・燃料・電力の使用額等 

 令和３年１月から令和３年12月までの１年間における次のア～カの合計をいう。 

ア 原材料使用額 

 主要原材料、補助材料、購入部分品、容器、包装材料、工場維持用の材料及び消耗品、購入

した水など、実際に製造等に使用した総使用額をいう。 

また、下請工場などに原材料を支給して製造加工を行わせた場合には、支給した原材料の額

も含まれる。 

イ 燃料使用額 

 生産段階で使用した燃料費、荷物運搬用及び暖房用の燃料費、購入ガスの料金、自家発電用

の燃料費などをいう。 

ウ 電力使用額 

 照明や空調に利用されたものや購入した電力の使用額をいい、自家発電は含まない。 

エ 委託生産費 

 原材料又は製造した製品を支給して、他企業の国内事業所に製造加工を委託した場合、これ

に支払った加工賃及び支払うべき加工賃をいい、原材料等を支給しないで、他の事業所に製造

を依頼した注文製造品の売買代金は含まない。 

オ 製造等に関連する外注費 

 生産設備の保守・点検・修理、機械・装置の操作、製品の検査・梱包、製品に組み込まれる

ソフトウェアの開発など、事業所収入に直接関連する外注費用をいい、派遣、委託生産費など

の外注費は含まない。 

カ 転売した商品の仕入額 

 １年間のうちに実際に売り上げた転売品（他から仕入れて又は受け入れてそのまま販売した

もの）に対応する仕入額をいい、在庫品は含まない。 

 

(５) 有形固定資産額（従業者30人以上の事業所） 

 令和３年１月から令和３年12月までの１年間における数値であり、帳簿価額によっている。 

ア 有形固定資産額の取得額等には、次の区分がある。 

(ア) 土地 

(イ) 有形固定資産（土地を除く） 

ａ 建物、構築物（土木設備、建物附属設備を含む。） 

ｂ 機械、装置（附属設備を含む。） 

ｃ その他（船舶、車両、運搬具、耐用年数１年以上の工具、器具、備品等） 

イ 建設仮勘定の増加額及び減少額 

 建設仮勘定とは建物、構築物、機械、装置、船舶、車両などの有形固定資産を建設するよう

なときに、完成まで長期間を要する場合、この建設に要した材料費、労務費、経費などを完成

するまで一時的に処理する仮勘定で、完成後はそれぞれの資産勘定に振り替えられる。 

 増加額とは、この勘定の借方に加えられた額をいい、減少額とは、この勘定から他の勘定に

振り替えられた額をいう。 

ウ 有形固定資産の除却・売却による減少額 

 有形固定資産の売却、撤去、滅失及び同一企業に属する他の事業所への引き渡しなどの額を

いう。 

エ 減価償却額 

 減価償却費として有形固定資産勘定から控除した額、減価償却累計額に当期分として新たに

引き当てられた額をいう。 
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オ 有形固定資産額の算式は以下のとおり。 

(ア) 年末現在高＝年初現在高＋取得額－除却・売却による減少額－減価償却額 

(イ) 建設仮勘定の年間増減＝増加額－減少額 

(ウ) 投資総額＝取得額＋建設仮勘定の年間増減 

 

(６) 製造品、半製品及び仕掛品、原材料及び燃料の在庫額（従業者30人以上の事業所） 

 事業所の所有に属するものを帳簿価額によって記入したものであり、原材料を他企業に支給し

て製造される委託生産品を含み、下請賃加工のために他企業から支給された原材料及び加工済み

の在庫、仕入れて又は受け入れてそのまま販売するもの（転売品）の在庫は含まない。 

 

(７) 製造品出荷額等 

 令和３年１月から令和３年12月までの１年間における製造品出荷額、加工賃収入額、くず廃物

の出荷額及びその他収入額の合計であり、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税

を含んだ額である。 

ア 製造品出荷額 

 当該事業所の所有に属する原材料によって製造されたもの（原材料を他企業の国内事業所に

支給して製造させたものを含む。）を、１年間のうちに当該事業所から出荷した場合の工場出

荷額をいう。また、次のものも製造品出荷に含まれる。ただし、仕入れて又は受け入れてその

まま販売するもの（転売品）は含まない。 

(ア) 同一企業に属する他の事業所ヘ引き渡したもの 

(イ) 自家使用されたもの（当該事業所において最終製品として使用されたもの） 

(ウ) 委託販売に出したもの（販売済みでないものを含み、令和３年中に返品されたものを除

く。） 

イ 加工賃収入額 

 １年間のうちに他企業の所有に属する主要原材料によって製造し、あるいは他企業の所有に

属する製品又は半製品に加工処理を加えた場合、これに対して受け取った又は受け取るべき加

工賃をいう。 

ウ その他収入額 

 上記ア、イの出荷額以外で、例えば「転売収入」、「修理料収入」、「販売電力収入」、「冷

蔵保管料収入」等の収入額をいう。 

 

(８) 生産額 

 令和３年１月から令和３年12月までの１年間における下記算式により算出した額をいう。 

ア 従業者30人以上 

 生産額 ＝ 製造品出荷額 ＋ 加工賃収入額 ＋ （製造品年末在庫額－製造品年初在庫額）＋ 

        （半製品及び仕掛品年末価額－半製品及び仕掛品年初価額） 

  イ 従業者29人以下 

 生産額 ＝ 製造品出荷額 ＋ 加工賃収入額 

 

(９) 付加価値額（粗付加価値額） 

 令和３年１月から令和３年12月までの１年間における下記算式により算出した額をいう。 

ア 従業者30人以上 

付加価値額 ＝ 製造品出荷額等 ＋（製造品年末在庫額 － 製造品年初在庫額）＋（半製品及

び仕掛品年末価額 － 半製品及び仕掛品年初価額）－（推計酒税、たばこ税、

揮発油税及び地方揮発油税（*1）＋ 推計消費税額（*2））－ 原材料・燃料 

・電力使用額等 － 減価償却額 
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イ 従業者29人以下 

粗付加価値額 ＝ 製造品出荷額等 －（推計酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税（*1） 

＋ 推計消費税額（*2））－ 原材料・燃料・電力使用額等 

＊１：平成29年工業統計より「酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税の合計額」の調

査を廃止したため、「推計酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税」は、出荷数

量等から推計したものである。 

＊２：推計消費税額は平成13年工業統計より消費税額の調査を廃止したため推計したもので

あり、推計消費税額の算出に当たっては、直接輸出分、原材料、設備投資を控除して

いる。 

 

(10) 単位当たりの製造品出荷額等 

下記算式により算出した値をいう。 

ア １事業所当たり製造品出荷額等 ＝（製造品出荷額等 －(推計酒税、たばこ税、揮発油税及び

地方揮発油税 ＋ 推計消費税額））／事業所数 

イ 従業者１人当たり製造品出荷額等 ＝（製造品出荷額等 －（推計酒税、たばこ税、揮発油税

及び地方揮発油税 ＋ 推計消費税額））／従業者数 

 

(11) 事業所敷地面積（従業者30人以上の事業所） 

 令和４年６月１日現在において、事業所が使用（賃借を含む。）している敷地の全面積をいう。

ただし、鉱区、住宅、寄宿舎、グランド、倉庫及びその他福利厚生施設などに使用している敷地

については、生産設備などのある敷地と道路（公道）、塀、柵などにより明確に区別される場合

又はこれらの敷地の面積が何らかの方法で区別できる場合は除外する。 

 なお、事業所の隣接地にある拡張予定地を事業所が占有している場合は含まれる。 

 

(12) 水源別用水量（従業者30人以上の事業所） 

 事業所内で生産のために使用される用水（従業者の飲料水、雑用水を含む。）をいい、１日当

たり用水量とは、令和３年１月から令和３年12月までの１年間に使用した工業用水の総量を令和

３年の操業日数で割ったものをいう。 

ア 公共水道は、都道府県又は市区町村によって経営されている工業用水道又は上水道から取水

した水をいう。 

・工業用水道とは、飲用に適さない工業用水を供給するもの 

・上水道とは、一般の水道のことで、飲用に適する水を供給するもの 

イ 井戸水は、浅井戸、深井戸又は湧水から取水した水をいう。 

ウ その他の淡水は、「公共水道」、「井戸水」、「回収水」以外の淡水をいう。例えば、河川、

湖沼又は貯水池から取水した水（地表水）、河川敷及び旧河川敷内において集水埋きょによっ

て取水した水（伏流水）、農業用水路から取水した水、他の事業所から供給を受けた水などで

ある。 

 

 (13) 産出事業所 

    産業格付（＊）とは関係なく、当該品目を生産したすべての事業所を集計している。 

    ＊：製造品が複数の品目にわたる事業所の産業格付は、生産するそれぞれの品目の製造品出

荷金額の大きさの割合によって、産業を決定している。したがって、生産品目は同一品

目であっても、同一産業から生産されるだけではなく、他の種々な産業でも生産されて

いることとなる。
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１ 概況 

○ 全事業所について集計した令和４年６月１日現在の事業所数は2,114事業所、従業者は85,720人

となっている（表１）。 

○ 全事業所について集計した令和３年の製造品出荷額等は２兆7,132億6,608万円、付加価値額は

8,278億3,618万円となっている（表１）。 

 

 

 

表１ 年次別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び付加価値額（全事業所） 

 

 

 

 

 
注１：付加価値額について、従業者数１～29人の事業所は粗付加価値額 

 ２：個人経営を含まない 

 ３：事業所数及び従業者数については、表示年次の６月１日現在 

 ４：製造品出荷額等及び付加価値額については、表示年次における１年間の数値 

 

 

 

 表２ 年次別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び付加価値額（従業者４人以上の事業所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注１：付加価値額について、従業者数４～29人の事業所は粗付加価値額 

 ２：二重下線の年次の数値は活動調査の数値、下線の年次の数値は工業統計の数値、その他の年次の数

値は製造業事業所調査の数値 

 ３：以下の数値については、個人経営を含まない 

       ・令和３年及び令和４年の事業所数及び従業者数 

・平成27年、令和２年及び令和３年の製造品出荷額等及び付加価値額 

 ４：事業所数及び従業者数については、平成28年以降はそれぞれの表示年次の６月１日現在、平成24年

～26年は表示年次の12月31日現在 

 ５：製造品出荷額等及び付加価値額については、それぞれの年次における１年間の数値 

 

  

区分
事業所数 従業者数

(人）
区分

製造品出荷額等
(万円）

付加価値額
（万円）

平成24年 2,206 81,870 平成24年 222,956,474 55,079,632

25年 2,148 82,077 25年 226,715,135 62,273,786

26年 2,130 82,600 26年 227,069,619 63,482,588

28年 2,281 84,546 27年 236,697,795 65,468,465

29年 2,081 85,282 28年 237,167,820 67,106,538

30年 2,087 86,662 29年 252,564,989 75,793,391

令和元年 2,087 87,940 30年 272,717,681 80,138,175

２年 2,055 87,639 令和元年 262,620,623 77,348,862

３年 1,866 84,349 ２年 249,429,896 71,991,291

４年 1,845 85,164 ３年 270,389,240 82,439,650

区分
事業所数 従業者数

(人）
区分

製造品出荷額等
(万円）

付加価値額
（万円）

令和４年 2,114 85,720 令和３年 271,326,608 82,783,618
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２ 事業所数 
○ 産業中分類別に全事業所について集計した事業所数をみると、「食料品製造業」が452事業所（県

計の21.4％）と最も多く、次いで「生産用機械器具製造業」が192事業所（同9.1％）、「金属製品製

造業」が190事業所（同9.0％）などとなっている（表３）。 

○ 広域振興圏別に全事業所について集計した事業所数をみると、県南が1,078事業所（県計の51.0％）

と最も多く、次いで県央が444事業所（同21.0％）、沿岸が406事業所（同19.2％）、県北が186事業所

（同8.8％）となっている（表４）。 

 

表３ 産業中分類別事業所数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注１：令和４年の事業所数については、個人経営を含まない 

 ２：事業所数の調査時点については、表示年次の６月１日現在 

 ３：   は上位３位 

 

表４ 広域振興圏別事業所数 

 

 

 

 

 

 

 

注１：令和４年の事業所数については、個人経営を含まない 

 ２：事業所数の調査時点については、表示年次の６月１日現在 

 

  

事業所数
構成比
（％）

事業所数
構成比
（％）

1,845 100.0 2,114 100.0

09 食 料 品 401 21.7 452 21.4

10 飲 料 ・ 飼 料 63 3.4 79 3.7

11 繊 維 121 6.6 137 6.5

12 木 材 116 6.3 131 6.2

13 家 具 22 1.2 29 1.4

14 パ ル プ ・ 紙 23 1.2 26 1.2

15 印 刷 85 4.6 104 4.9

16 化 学 20 1.1 23 1.1

17 石 油 20 1.1 31 1.5

18 プ ラ ス チ ック 91 4.9 98 4.6

19 ゴ ム 14 0.8 14 0.7

20 皮 革 7 0.4 7 0.3

21 窯 業 130 7.0 147 7.0

22 鉄 鋼 43 2.3 47 2.2

23 非 鉄 26 1.4 27 1.3

24 金 属 168 9.1 190 9.0

25 は ん 用 35 1.9 39 1.8

26 生 産 用 167 9.1 192 9.1

27 業 務 用 39 2.1 41 1.9

28 電 子 63 3.4 69 3.3

29 電 気 55 3.0 63 3.0

30 情 報 20 1.1 20 0.9

31 輸 送 53 2.9 57 2.7

32 そ の 他 63 3.4 91 4.3

４人以上の事業所 全事業所

令和４年

区　分

県　　計

事業所数
構成比
（％）

事業所数
構成比
（％）

1,845 100.0 2,114 100.0

361 19.6 444 21.0

962 52.1 1,078 51.0

356 19.3 406 19.2

166 9.0 186 8.8

４人以上の事業所 全事業所

令和４年

県　　北

区　分

県　　計

県　　央

県　　南

沿　　岸
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３ 従業者数 
○ 産業中分類別に全事業所について集計した従業者数をみると、「食料品製造業」が18,245人（県計

の21.3％）と最も多く、次いで「電子部品・デバイス・電子回路製造業」が9,939人（同11.6％）、

「生産用機械器具製造業」が8,721人（同10.2％）などとなっている（表５）。 

○ 広域振興圏別に全事業所について集計した従業者数をみると、県南が53,849人（県計の62.8％）

と最も多く、次いで県央が14,095人（同16.4％）、沿岸が11,320人（同13.2％）、県北が6,456人（同

7.5％）となっている（表６）。 

 

表５ 産業中分類別従業者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注１：令和４年の従業者数については、個人経営を含まない 

 ２：従業者数の調査時点については、表示年次の６月１日現在 

 ３：   は上位３位 

 

表６ 広域振興圏別従業者数 

 

 

 

 

 

 

 

注１：令和４年の従業者数については、個人経営を含まない 

 ２：従業者数の調査時点については、表示年次の６月１日現在 

 

  

従業者数
（人）

構成比
（％）

従業者数
（人）

構成比
（％）

85,164 100.0 85,720 100.0

09 食 料 品 18,138 21.3 18,245 21.3

10 飲 料 ・ 飼 料 1,019 1.2 1,047 1.2

11 繊 維 3,380 4.0 3,416 4.0

12 木 材 2,130 2.5 2,161 2.5

13 家 具 405 0.5 420 0.5

14 パ ル プ ・ 紙 832 1.0 838 1.0

15 印 刷 1,843 2.2 1,882 2.2

16 化 学 1,554 1.8 1,559 1.8

17 石 油 174 0.2 193 0.2

18 プ ラ ス チ ック 3,983 4.7 4,001 4.7

19 ゴ ム 525 0.6 525 0.6

20 皮 革 344 0.4 344 0.4

21 窯 業 2,828 3.3 2,859 3.3

22 鉄 鋼 2,120 2.5 2,127 2.5

23 非 鉄 947 1.1 948 1.1

24 金 属 5,572 6.5 5,615 6.6

25 は ん 用 3,349 3.9 3,359 3.9

26 生 産 用 8,663 10.2 8,721 10.2

27 業 務 用 3,216 3.8 3,220 3.8

28 電 子 9,928 11.7 9,939 11.6

29 電 気 2,856 3.4 2,875 3.4

30 情 報 1,274 1.5 1,274 1.5

31 輸 送 7,719 9.1 7,728 9.0

32 そ の 他 2,365 2.8 2,424 2.8

県　　計

区　分

令和４年

４人以上の事業所 全事業所

従業者数
（人）

構成比
（％）

従業者数
（人）

構成比
（％）

85,164 100.0 85,720 100.0

13,914 16.3 14,095 16.4

53,617 63.0 53,849 62.8

11,218 13.2 11,320 13.2

6,415 7.5 6,456 7.5県　　北

県　　南

県　　央

県　　計

区　分

令和４年

４人以上の事業所 全事業所

沿　　岸
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４ 製造品出荷額等 
○ 産業中分類別に全事業所について集計した製造品出荷額等をみると、「輸送用機械器具製造業」

が6,213億3,952万円（県計の22.9％）と最も高く、次いで「食料品製造業」が3,846億5,584万円（同

14.2％）、「生産用機械器具製造業」が2,917億109万円（同10.8％）などとなっている（表７）。 

○ 広域振興圏別に全事業所について集計した製造品出荷額等をみると、県南が１兆8,942億6,667万

円（県計の69.8％）と最も高く、次いで沿岸が3,515億3,240万円（同13.0％）、県央が3,451億4,497

万円（同12.7％）、県北が1,223億2,204万円（同4.5％）となっている（表８）。 

 

表７ 産業中分類別製造品出荷額等（全事業所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注１：令和３年の製造品出荷額等については、個人経営を含まない 

 ２：製造品出荷額等の調査期間については、表示年次における１年間 

 ３：   は上位３位 

 

表８ 広域振興圏別製造品出荷額等（全事業所） 

 

 

 

 

 

 
 

 

表９ 産業中分類別製造品出荷額等（従業者４人以上の事業所・上位５位昇順） 

 

 

 

 

 

 

  

注１：令和３年の製造品出荷額等については、個人

経営を含まない 

２：製造品出荷額等の調査期間については、表示

年次における１年間 

注１：令和３年の製造品出荷額等については、個人

経営を含まない 

２：製造品出荷額等の調査期間については、表示

年次における１年間 

製造品出荷額等

（万円）
構成比
（％）

271,326,608 100.0

09 食 料 品 38,465,584 14.2

10 飲 料 ・ 飼 料 4,651,920 1.7

11 繊 維 2,086,091 0.8

12 木 材 7,499,607 2.8

13 家 具 643,045 0.2

14 パ ル プ ・ 紙 3,493,913 1.3

15 印 刷 3,817,783 1.4

16 化 学 5,919,426 2.2

17 石 油 1,082,325 0.4

18 プ ラ ス チ ック 8,689,518 3.2

19 ゴ ム 534,734 0.2

20 皮 革 606,248 0.2

21 窯 業 9,676,995 3.6

22 鉄 鋼 10,745,179 4.0

23 非 鉄 2,593,871 1.0

24 金 属 12,408,169 4.6

25 は ん 用 14,404,892 5.3

26 生 産 用 29,170,109 10.8

27 業 務 用 11,568,046 4.3

28 電 子 27,244,089 10.0

29 電 気 5,749,516 2.1

30 情 報 2,382,489 0.9

31 輸 送 62,133,952 22.9

32 そ の 他 5,759,107 2.1

令和３年

区　分

県　　計

製造品出荷額等

（万円）
構成比
（％）

270,389,240 100.0

31 輸 送 62,127,290 23.0

09 食 料 品 38,380,415 14.2

26 生 産 用 29,097,988 10.8

28 電 子 27,224,304 10.1

25 は ん 用 14,392,798 5.3

令和３年

区　分

県　　計

製造品出荷額等

（万円）
構成比
（％）

271,326,608 100.0

34,514,497 12.7

189,426,667 69.8

35,153,240 13.0

12,232,204 4.5

県　　計

県　　央

令和３年

県　　南

沿　　岸

県　　北

区　分

13



 

５ 付加価値額 
○ 産業中分類別に全事業所について集計した付加価値額をみると、「食料品製造業」が1,229億1,698

万円（県計の14.8％）と最も高く、次いで「生産用機械器具製造業」が1,023億8,178万円（同12.4％）、

「輸送用機械器具製造業」が897億5,060万円（同10.8％）などとなっている（表10）。 

○ 広域振興圏別に全事業所について集計した付加価値額をみると、県南が5,427億4,999万円（県計

の65.6％）と最も高く、次いで県央が1,289億7,453万円（同15.6％）、沿岸が1,159億7,046万円（同

14.0％）、県北が401億4,120万円（同4.8％）となっている（表11）。 

 

表10 産業中分類別付加価値額（全事業所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注１：従業者１～29人の事業所は、粗付加価値額 

 ２：令和３年の付加価値額については、個人経営を含まない 

 ３：付加価値額の調査期間については、表示年次における１年間 

 ４：   は上位３位 
 

表11 広域振興圏別付加価値額（全事業所） 

 

 

 
 
 

 
 

 

表12 産業中分類別付加価値額（従業者４人以上の事業所・上位５位昇順） 

  

注１：従業者１～29人の事業所は、粗付加価値額 

 ２：令和３年の付加価値額については、個人経営 

を含まない 

 ３：付加価値額の調査期間については、表示年次 

における１年間 

注１：従業者４～29人の事業所は、粗付加価値額 

 ２：令和３年の付加価値額については、個人経営 

を含まない 

 ３：付加価値額の調査期間については、表示年次 

における１年間 

付加価値額
（万円）

構成比
（％）

82,439,650 100.0

09 食 料 品 12,252,118 14.9

26 生 産 用 10,201,384 12.4

31 輸 送 8,970,758 10.9

28 電 子 7,943,158 9.6

25 は ん 用 7,679,261 9.3

県　　計

区　分

令和３年

付加価値額
（万円）

構成比
（％）

82,783,618 100.0

09 食 料 品 12,291,698 14.8

10 飲 料 ・ 飼 料 2,462,049 3.0

11 繊 維 1,139,673 1.4

12 木 材 2,517,030 3.0

13 家 具 214,102 0.3

14 パ ル プ ・ 紙 1,032,988 1.2

15 印 刷 1,841,342 2.2

16 化 学 2,491,599 3.0

17 石 油 296,212 0.4

18 プ ラ ス チ ック 2,987,014 3.6

19 ゴ ム 251,449 0.3

20 皮 革 191,174 0.2

21 窯 業 3,578,648 4.3

22 鉄 鋼 2,623,895 3.2

23 非 鉄 984,277 1.2

24 金 属 4,926,048 6.0

25 は ん 用 7,683,682 9.3

26 生 産 用 10,238,178 12.4

27 業 務 用 2,441,600 2.9

28 電 子 7,953,524 9.6

29 電 気 2,234,796 2.7

30 情 報 881,315 1.1

31 輸 送 8,975,060 10.8

32 そ の 他 2,546,265 3.1

県　　計

区　分

令和３年

付加価値額
（万円）

構成比
（％）

82,783,618 100.0

12,897,453 15.6

54,274,999 65.6

11,597,046 14.0

4,014,120 4.8県　　北

県　　計

県　　央

県　　南

区　分

沿　　岸

令和３年
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６ 事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び付加価値額の状況 
図１－１ 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び付加価値額の構成比 

        （全事業所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

注１：付加価値額について、従業者１～29人の事業所は粗付加価値額 

 ２：個人経営を含まない 

 ３：事業所数及び従業者数の調査時点については、表示年次の６月１日現在 

 ４：製造品出荷額等及び付加価値額の調査期間については、表示年次における１年間 

 

 

図１－２ 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び付加価値額の構成比 

（従業者４人以上の事業所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

注１：付加価値額について、従業者４～29人の事業所は粗付加価値額 

 ２：個人経営を含まない 

 ３：事業所数及び従業者数の調査時点については、表示年次の６月１日現在 

 ４：製造品出荷額等及び付加価値額の調査期間については、表示年次における１年間  
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図２－１ 広域振興圏別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び付加価値額の構成比 

（全事業所） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

注１：付加価値額について、従業者１～29人の事業所は粗付加価値額 

 ２：個人経営を含まない 

 ３：事業所数及び従業者数の調査時点については、表示年次の６月１日現在 

 ４：製造品出荷額等及び付加価値額の調査期間については、表示年次における１年間 

 

 

図２－２ 広域振興圏別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び付加価値額の構成比 

（従業者４人以上の事業所） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

注１：付加価値額について、従業者４～29人の事業所は粗付加価値額 

 ２：個人経営を含まない 

 ３：事業所数及び従業者数の調査時点については、表示年次の６月１日現在 

 ４：製造品出荷額等及び付加価値額の調査期間については、表示年次における１年間 
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７ 広域振興圏及び市町村別の状況 

表13 広域振興圏及び市町村別事業所数、従業者数、製造品出荷額等及び付加価値額（全事業所） 

 

注１：付加価値額について、従業者数１～29人の事業所は粗付加価値額 

 ２：令和４年の事業所数及び従業者数、令和３年の製造品出荷額等及び付加価値額については、個人経営を含ま

ない 

 ３：事業所数及び従業者数の調査時点については、表示年次の６月１日現在 

 ４：製造品出荷額等及び付加価値額の調査期間については、表示年次における１年間 

 

  

構成比

（％）
（人）

構成比

（％）
（万円）

構成比

（％）
（万円）

構成比

（％）

県　　計 2,114 100.0 85,720 100.0 271,326,608 100.0 82,783,618 100.0

県　　央 444 21.0 14,095 16.4 34,514,497 12.7 12,897,453 15.6

盛 岡 市 190 9.0 5,244 6.1 11,597,617 4.3 4,219,013 5.1

八 幡 平 市 58 2.7 2,078 2.4 3,181,800 1.2 1,489,955 1.8

滝 沢 市 48 2.3 1,824 2.1 4,190,370 1.5 2,222,705 2.7

雫 石 町 23 1.1 1,155 1.3 4,537,310 1.7 1,398,882 1.7

葛 巻 町 14 0.7 229 0.3 807,148 0.3 262,393 0.3

岩 手 町 23 1.1 949 1.1 2,188,490 0.8 751,752 0.9

紫 波 町 48 2.3 1,437 1.7 4,703,012 1.7 1,174,808 1.4

矢 巾 町 40 1.9 1,179 1.4 3,308,750 1.2 1,377,945 1.7

県　　南 1,078 51.0 53,849 62.8 189,426,667 69.8 54,274,999 65.6

花 巻 市 215 10.2 8,069 9.4 23,348,248 8.6 7,581,890 9.2

北 上 市 236 11.2 15,908 18.6 39,703,714 14.6 13,904,314 16.8

遠 野 市 55 2.6 2,353 2.7 8,025,482 3.0 4,235,863 5.1

一 関 市 251 11.9 10,500 12.2 20,319,720 7.5 8,674,451 10.5

奥 州 市 261 12.3 9,922 11.6 33,951,392 12.5 10,261,321 12.4

西 和 賀 町 10 0.5 128 0.1 335,912 0.1 79,278 0.1

金 ケ 崎 町 34 1.6 6,396 7.5 61,967,469 22.8 9,149,952 11.1

平 泉 町 16 0.8 573 0.7 1,774,730 0.7 387,930 0.5

沿　　岸 406 19.2 11,320 13.2 35,153,240 13.0 11,597,046 14.0

宮 古 市 101 4.8 2,464 2.9 8,010,004 3.0 2,027,198 2.4

大 船 渡 市 96 4.5 2,406 2.8 6,123,738 2.3 2,366,280 2.9

陸 前 高 田 市 33 1.6 778 0.9 1,939,230 0.7 519,391 0.6

釜 石 市 67 3.2 2,905 3.4 13,293,471 4.9 4,472,291 5.4

住 田 町 12 0.6 501 0.6 1,570,004 0.6 507,353 0.6

大 槌 町 27 1.3 610 0.7 1,391,496 0.5 572,778 0.7

山 田 町 30 1.4 898 1.0 1,577,224 0.6 609,134 0.7

岩 泉 町 30 1.4 663 0.8 1,001,119 0.4 471,156 0.6

田 野 畑 村 10 0.5 95 0.1 246,954 0.1 51,465 0.1

県　　北 186 8.8 6,456 7.5 12,232,204 4.5 4,014,120 4.8

久 慈 市 73 3.5 2,438 2.8 5,317,342 2.0 1,756,378 2.1

二 戸 市 40 1.9 1,981 2.3 2,270,234 0.8 984,960 1.2

普 代 村 5 0.2 114 0.1 304,292 0.1 87,938 0.1

軽 米 町 13 0.6 467 0.5 804,311 0.3 157,176 0.2

野 田 村 3 0.1 57 0.1 41,176 0.0 20,440 0.0

九 戸 村 9 0.4 423 0.5 1,412,299 0.5 355,729 0.4

洋 野 町 24 1.1 344 0.4 555,728 0.2 172,953 0.2

一 戸 町 19 0.9 632 0.7 1,526,822 0.6 478,546 0.6

付加価値額

令和３年 令和３年区    分 令和４年 令和４年

事業所数 従業者数 製造品出荷額等
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第 ２  統 計 表 
 

 

 

 

 
【留意事項】 

○ 事業所数、従業者数の経理外項目については令和４年６月１日現在、製造品出荷額等、付加価値

額などの経理項目については令和３年１月～12月の実績により調査している 

○ 製造業事業所調査においては、工業統計や活動調査の製造業についての調査結果とは、調査対象

の選定方法や集計範囲等が異なることから、単純に比較ができない 

  集計結果の時系列比較を行う際は、十分に留意が必要である 

○ 付加価値額について、従業者１～29人の事業所は粗付加価値額である 

○ 各項目は単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある 

 なお、比率は、小数点以下第２位で四捨五入した 

○ 統計表中、「-」は該当値なし、「0.0」は四捨五入による単位未満であることを示している 

○ 「Ｘ」は、集計対象となる事業所が１又は２であるため、集計結果をそのまま公表すると個々の

報告者の秘密が漏れるおそれがある場合に該当数値を秘匿した箇所である。また、集計対象が３以

上の事業所に関する数値であっても、集計対象が１又は２の事業所の数値が合計との差し引きで判

明する箇所は、併せて「Ｘ」とした 
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